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（
経
済
産
業
委
員
会
）

企
業
立
地
の
促
進
等
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
五

号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
地
域
経
済
の
自
律
的
発
展
基
盤
の
強
化
を
図
る
た
め
、
地
方
自
治
体
が
行
う
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化

（
以
下
「
産
業
集
積
の
形
成
等
」
と
い
う

）
に
関
す
る
取
組
に
対
し
て
、
工
場
立
地
法
の
規
制
権
限
の
委
譲
、
企
業
立
地
等

。

、

。

を
行
う
事
業
者
へ
の
特
例
措
置
に
よ
る
支
援
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る

一
、
基
本
方
針
の
策
定

主
務
大
臣
は
、
地
域
に
お
け
る
産
業
集
積
の
形
成
等
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針
を
定
め
、
こ
れ
を
公
表
す
る
。

二
、
基
本
計
画
の
作
成
及
び
特
例
措
置

１

市
町
村
・
都
道
府
県
は
、
共
同
し
て
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
地
域
産
業
活
性
化
協
議
会
に
お
け
る
協
議
を
経
て
、
産

業
集
積
の
形
成
等
に
関
す
る
基
本
計
画
を
作
成
し
、
主
務
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

、

（

。
）

２

中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
は

同
意
基
本
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
集
積
区
域

以
下｢

同
意
集
積
区
域｣

と
い
う

に
お
い
て
、
企
業
立
地
・
事
業
高
度
化
を
重
点
的
に
促
進
す
べ
き
業
種
（
以
下
「
指
定
集
積
業
種
」
と
い
う

）
に
属
す

。
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る
事
業
（
以
下
「
特
定
事
業
」
と
い
う

）
を
行
う
事
業
者
（
以
下
「
特
定
事
業
者
」
と
い
う

）
に
よ
る
企
業
立
地
・

。

。

事
業
高
度
化
を
促
進
す
る
た
め
、
工
場
又
は
事
業
場
の
整
備
等
を
行
う
。

３

同
意
基
本
計
画
に
お
い
て
特
に
重
点
的
に
企
業
立
地
を
図
る
べ
き
区
域
を
定
め
て
い
る
市
町
村
は
、
同
区
域
に
お
け
る

工
場
等
の
敷
地
面
積
に
占
め
る
緑
地
面
積
等
の
割
合
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
国
の
定
め
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
工
場

立
地
法
に
基
づ
く
準
則
に
代
え
て
条
例
で
準
則
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
企
業
立
地
計
画
、
事
業
高
度
化
計
画
の
作
成
及
び
支
援
措
置

１

同
意
集
積
区
域
に
お
い
て
企
業
立
地
又
は
事
業
高
度
化
を
行
お
う
と
す
る
特
定
事
業
者
は
、
企
業
立
地
計
画
又
は
事
業

高
度
化
計
画
を
作
成
し
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

中
小
企
業
信
用
保
険
法
に
規
定
す
る
普
通
保
険
等
の
保
険
関
係
に
つ
い
て
、
承
認
企
業
立
地
計
画
又
は
承
認
事
業
高
度

化
計
画
の
措
置
を
行
う
た
め
に
必
要
な
資
金
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
保
険
の
付
保
限
度
額
の
別
枠
化
、
て
ん
補
率
の

引
上
げ
等
の
措
置
を
講
ず
る
。

３

承
認
企
業
立
地
計
画
に
従
っ
て
企
業
立
地
を
行
う
事
業
者
で
あ
り
、
同
意
集
積
区
域
内
に
お
い
て
指
定
集
積
業
種
に
属

す
る
事
業
の
た
め
の
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し
た
も
の
が
、
新
た
に
取
得
等
し
た
機
械
・
建
物
等
に
つ
い
て
は
、
租
税
特
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別
措
置
法
の
定
め
に
よ
る
課
税
の
特
例
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

４

地
方
公
共
団
体
が
、
承
認
企
業
立
地
計
画
に
従
っ
て
特
定
事
業
の
た
め
の
施
設
を
同
意
集
積
区
域
内
に
設
置
し
た
事
業

者
に
つ
い
て
、
施
設
の
不
動
産
取
得
税
若
し
く
は
固
定
資
産
税
を
課
さ
な
か
っ
た
場
合
又
は
地
方
税
の
不
均
一
の
課
税
を

し
た
場
合
に
お
い
て
、
減
収
額
の
一
定
割
合
を
地
方
交
付
税
に
よ
り
補
填
す
る
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

五
、
検
討

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
十
年
以
内
に
、
施
行
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
。

六
、
特
定
産
業
集
積
の
活
性
化
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
廃
止

特
定
産
業
集
積
の
活
性
化
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
は
、
廃
止
す
る
。


